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c)Aの市住不法蘭拠を否定する師の詭弁のもうひとつの柱は、「自分の持ち家でな|すれば市住以外の所に層住

していても市住退去の対象にはならない」という、市鋤 l`の超デタラメ解釈だ。

市はP弓真市営住宅条lJllの明け渡し請求を規定した条文=「他は住宅を取得し、生活の本拠を移したとき」

を勝手に「他に住宅を取得し、『かつ』、生活の本拠を移したとき」だと『かつ』を入れて解釈し、さらに

「住宅の取4尋と|よ自分の所有物としての持ち家や分譲マンシヨンを得各事だ」と狭く解釈する事によつて、

職 の家に 13年間も居住して、 りに月 2～ 3 と自認していδAを

ていなt Jヽとする 噛 芸灼条例適用」 としてそ意なつたのだ。

(3)今回の市の詭弁解釈に従えば、「自分の持ち家でさえなければ、親族の家や賃貸物件に長年居住出来ている

者でも市賞住宅に居室を持てるJという事になつてしまうが、こんな馬鹿な話|よ無い。

「よそに住のる所を頼 しているのなら市住を出てそこに住め lJというのが当たり前であり、欲 も

り)仮に市笏 1の「1主宅の取得Jが「持ち家の取4尋Jの狭い意味であつたとしても、それはまさに「自分が自

飽に勝宝雌蕪副劇歌纂縣罰 を意味するのであるから、昨覇い競箸率の公営住宅」の性格上、町掟 の取得」そ

(11)また、市営新橋住宅 (1期)は、市としては取り壊じと住民移転を願つている物件である。この市の願い

が実現する場合とはそこの「住民の会」力惨 転条件に満足を示膨て同意した場合のみであるが、その場合は

(1◎)Aが 2014

よって、

少なくと つて「
`

:山 し こついては市民権益侵害|よ明白だ。

住民に弓|つ越し費用はもとより相当の好条件を保障する事はなるのは必然である。

従って今回の市の「 のように、「A ,正当な住民である」と認定するなら

近い将来の新橋住宅の取り壊しと しても、_途墓幽菫進襲壁亜塾曇甦箋鮭重堡選菫l登警1番生2エル

革 ら新橋住宅の不法占有を続けた者」にそういう処遇を与えて良い

はずがないが、市ほどうするのか ?

(12)またA以外にも、新橋住宅以外の市営住宅でも、「親族の家への問居や賃貸物1牛への居住をしながら市営

住宅の出有する着」に難して、今回の「4/28判自 のように「それでも◎Kですよ」と、市がお墨付きを

与える動 、`市民に対してと
.れ

程強し`怒りと市政不信 。議会不信をもたらすか、市も議員も考えるべさ。

(13)今回の宮本市政の「A問題の調査と判定、議員へのは ヽは、議員を愚弄するもので断じて許せない [
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